
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  グループ法人税制の対象者 

Ｑ：グループ法人税制の対象には、法人だ

けでなく個人も含まれるそうですが、どのよ

うになっているのですか？  

 

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

グループ法人税制は、完全支配(100%資本)

関係があれば、資本金に関係なく適用される税

制で、その頂点が個人・法人を問わず適用され

る制度です。 

完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株

式等の全部を間接又は直接保有する関係、又は

一の者との間に当事者間の完全支配関係があ

る法人相互間の関係をいい、この場合の判定に

は、自己株式や発行済株式の５％に満たない従

業員持株会及びストックオプションによって

取得した株式は除外することとなっています。 

また、この場合の一の者とは、法人の他、個

人及びその者と特殊関係にある個人をいいま

す。 

完全支配関係がある法人・個人間で一定の資

産を譲渡したり寄附をした場合にこのグルー

プ法人税制が適用されますが、寄附金の取扱い

は、その頂点が法人であるか個人であるかによ

って次のように取扱いが違っていますので注

意してください。 

①  法人の場合 

寄附をした法人では全額損金不算入、寄附

を受けた法人では全額益金不算入 

②  個人の場合 

寄附をした法人では限度額内で損金算入、

寄附を受けた法人では全額益金算入 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年１月６日創刊・毎日発行 

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１０年）平成２２年   月   日 金曜日 ６１ １

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二 

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 0 1 6  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

